
ホ
テルモ
ラ
ト
リ
アム

―
公
共
政
策
に
よ
る
環
境
変
化への
介
入

泊
の
増
加
、
住
宅
不
足
・
住
宅
価
格
の
高
騰
、

水
不
足
等
、
多
岐
に
も
わ
た
る
問
題
現
象
が

以
前
に
も
増
し
て
発
生
。
既
存
の
イ
ン
フ
ラ

を
圧
迫
し
、
住
民
の
生
活
の
質
に
悪
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
に
よ
り
観
光
業
は
壊
滅
的
な
影
響
を
受
け

た
が
、
2
0
2
1
年
夏
に
は
、
2
0
1
9
年
の

9
割
程
度
に
観
光
需
要
が
回
復
。
適
切
な
観

光
管
理
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
対
策【
注
4
】

が
講
じ
ら
れ
る
中
で
、
そ
の
一
つ
と
し
て
マ
ウ

イ
島
で
導
入
さ
れ
た
の
が
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ

ア
ム
で
あ
る
。

●
導
入
の
経
緯
、
意
図

　マ
ウ
イ
島
で
の
、
ホ
テ
ル
や
一
時
的
な
バ

ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
ン
タ
ル
（
T
V
R
）
等
の
宿
泊

施
設
の
一
時
開
発
停
止
（
以
下
、「
ホ
テ
ル
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
」
と
略
す
）
条
例
は
、
マ
ウ
イ
郡

議
会
（
以
下
、
郡
議
会
）
か
ら
提
案
さ
れ
、

2
0
2
2
年
1
月
に
成
立
し
た
。

　2
0
1
9
年（
コ
ロ
ナ
禍
前
）の「
環
境
・
農

業
・
文
化
保
存
委
員
会
」で
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム

が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
2
0
2
1
年
に
再
度
、

導
入
に
向
け
た
動
き
が
な
さ
れ
た【
注
5
】。

2
0
2
1
年
7
月
に
郡
議
会
は
、「
マ
ウ
イ

島
南
部
お
よ
び
西
部
に
お
け
る
観
光
客
用
宿

泊
施
設
の
建
築
許
可
を
一
時
停
止
す
る
法

案
」
を
可
決
し
た
が
、
マ
ウ
イ
郡
長
（
以
下
、

郡
長
）
が
拒
否
権
を
発
動
（
郡
議
会
は
そ
れ

を
無
効
化
で
き
ず
）。同
年
12
月
、郡
議
会
は
、

マ
ウ
イ
島
全
域
を
対
象
と
し
た
法
案
を
再
提

案
し
可
決
。
そ
の
後
の
郡
長
の
拒
否
権
を
無

効
に
し
て
、
翌
年
1
月
に
成
立
さ
せ
た
（
最

長
2
年
間
停
止
）【
注
6
】。
こ
の
一
時
停
止

は
、「
観
光
客
の
来
訪
を
阻
止
す
る
こ
と
が

目
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
規
建
設
の
許
可

を
停
止
」
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り

「
郡
は
オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
抑
制
し
、

経
済
を
多
様
化
し
、
よ
り
手
頃
な
価
格
の
住

宅
を
提
供
す
る
計
画
を
立
て
る
時
間
を
得
ら

れ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
【
注
7
】。

　な
お
、
郡
長
が
拒
否
権
を
発
動
（
一
度
目
、

2
0
2
1
年
7
月
）
し
た
の
は
、「
一
時
停
止

は
、
カ
フ
ル
イ
空
港
の
群
衆
を
緩
和
し
、
道

路
の
交
通
量
を
減
ら
し
、
違
法
な
一
時
的
な

民
泊
の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
」

と
の
理
由
で
あ
っ
た【
注
8
】。ま
た
、郡
長
は
、

「
マ
ウ
イ
（
と
い
う
場
所
）
は
第
一
に
（
人
々
が

生
活
す
る
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
り
、
第
二

に
休
暇
の
目
的
地
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

訪
問
者
に
思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
」（
括
弧

は
筆
者
加
筆
）【
注
9
】
と
発
言
し
て
い
た
こ

　コ
ロ
ナ
禍
前
、
観
光
業
界
に
留
ま
ら
ず
社

会
問
題
化
し
た
の
が
オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム

（
観
光
過
剰
）
で
あ
る
。
観
光
客
の
急
増
に

よ
り
、
観
光
の
正
の
イ
ン
パ
ク
ト
だ
け
で
な

く
、負
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
顕
在
化
し
て
い
た
。

住
民
の
生
活
の
質
や
観
光
客
の
体
験
の
質
の

低
下
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。そ
し
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
一
定
程
度

落
ち
着
き
、
観
光
需
要
が
回
復
傾
向
に
あ
る

今
、
国
内
外
の
一
部
の
地
域
で
は
オ
ー
バ
ー

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
再
燃
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

急
激
か
つ
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
超
え
た
過
度
な

利
用
お
よ
び
開
発
は
、
地
域
に
不
可
逆
的
な

影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
。
恒
久
的
【
注

1
】
な
制
限
を
導
入
す
る
か
は
別
と
し
て
、

利
用
や
開
発
を
一
時
的
に
制
限
し
、
住
民
や

環
境
へ
の
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
、
地
域
自
身

が
方
向
性
を
見
出
し
合
意
形
成
を
図
る
。
そ

う
し
た
時
間
の
確
保
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
戦
略
的
に
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採

り
つ
つ
も
、
加
速
し
押
し
寄
せ
る
変
化
に
対

し
て
は
戦
術
的
な
対
応
を
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
万
能
薬
が
な
く
後
手
に
回
っ
て
し
ま
う

中
で
、
環
境
変
化
に
対
し
て
速
度
調
整
を
行

い
、
態
勢
を
立
て
直
す
。
そ
の
た
め
の
「
猶

予
期
間
（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）」
確
保
の
手
法
を

こ
こ
で
は
検
討
し
て
み
た
い
。

　世
界
で
は
、
一
時
停
止
措
置
の
方
法
と
し

て
「
観
光
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」
を
導
入
し
て
い

る
地
域
が
幾
つ
か
確
認
さ
れ
る
。
我
が
国
の

観
光
分
野
で
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
、
森
林
伐
採
や
天

然
資
源
採
掘
等
に
お
い
て
は
、
資
源
管
理
や

や
環
境
へ
の
影
響
抑
制
等
の
観
点
か
ら
「
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　観
光
分
野
で
は
、
特
定
区
域
の
一
時
的
な

立
入
禁
止
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
催
行
一
時
停
止

等
の
事
例
も
あ
る
が【
注
2
】、
多
く
目
に
留

1
4

観
光
研
究
部 

主
任
研
究
員

後
藤
健
太
郎

2
．マ
ウ
イ
島
の
発
展
と

観
光
の
成
長

1
．一
時
的
制
限
の
導
入

―
観
光
モ
ラ
ト
リ
ア
ム

ま
る
の
は
宿
泊
施
設
の
一
時
開
発
停
止「
ホ
テ

ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」（hotel m

oratorium

）で

あ
る
。
例
え
ば
、
島
嶼
地
域
で
は
、
今
回
視

察
対
象
候
補
で
あ
っ
た
米
国
ハ
ワ
イ
・
マ
ウ

イ
島
の
ほ
か
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
バ
リ
島
や

ジ
ャ
ワ
島
の
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
、ス
ペ
イ
ン
・

カ
ナ
リ
ア
諸
島
や
バ
レ
ア
レ
ス
諸
島
等
で
確

認
さ
れ
る
。

　そ
の
目
的
は
、観
光
政
策
の
観
点
か
ら
は
、

過
剰
供
給
や
需
要
減
少
に
よ
る
観
光
産
業
の

収
益
性
の
低
下
お
よ
び
競
争
激
化
の
回
避
、

魅
力
の
源
泉
と
な
る
環
境
や
資
源
等
へ
の
負

の
影
響
抑
制
、
地
域
外
資
本
に
よ
る
開
発
の

制
御
誘
導
等
。
公
共
政
策
の
観
点
か
ら
は
、

地
域
住
民
の
住
宅
確
保
、
地
域
経
済
の
多
様

化
、交
通
渋
滞
の
解
消
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　我
が
国
に
お
い
て
は
、
2
0
0
0
年
代
後

半
に
そ
の
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
た
が
（
参

考
文
献
1
、
2
）、
観
光
研
究
の
蓄
積
は
十

分
と
は
言
い
難
い
【
注
3
】。
以
降
で
は
、

コ
ロ
ナ
禍
前
に
検
討
が
な
さ
れ
、
2
0
2
2

年
に
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
が
導
入
さ
れ
た

マ
ウ
イ
島
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
今

回
の
視
察
で
は
、
2
0
2
3
年
8
月
に
発
生

し
た
山
火
事
を
受
け
現
地
調
査
を
取
り
や
め

た
た
め
、
文
献
資
料
等
を
通
じ
た
紹
介
と
な

る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　マ
ウ
イ
島
は
、
ハ
ワ
イ
諸
島
主
要
4
島
の

う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
人
口
は
約
15
万
人
、

面
積
は
1
8
8
4
㎢
、
ハ
ワ
イ
州
5
郡
の
う

ち
の
一
つ
、
マ
ウ
イ
郡
に
属
す
る
。
島
外
へ

の
人
口
流
出
抑
制
を
目
的
に
、
1
9
6
0
年

代
以
降
に
観
光
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
き

島
内
複
数
の
地
区
が
開
発
さ
れ
た
。
当
初
か

ら
高
支
出
額
旅
行
者
を
対
象
と
し
て
い
た
こ

と
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
1
9
6
0
年
代

後
半
以
降
、
観
光
の
重
要
性
を
認
識
し
た
上

で
、
観
光
を
合
理
的
な
範
囲
に
留
め
、
経
済

的
ニ
ー
ズ
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
の
バ
ラ
ン

ス
を
確
立
す
る
こ
と
、
経
済
の
多
様
化
を
図

る
こ
と
を
重
視
、
模
索
し
て
き
た
。
し
か
し
、

2
0
0
6
年
策
定
の
『
マ
ウ
イ
郡
観
光
戦
略

計
画
2
0
0
6‐2
0
1
5
』
で
も
記
載
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
マ
ウ
イ
郡
は
他
郡
と
比
べ

て
観
光
依
存
度
が
高
い
状
況
に
あ
る
。

　マ
ウ
イ
島
の
訪
問
者
数
は
、
1
9
9
0
年

に
は
約
2
0
0
万
人
で
あ
っ
た
が
、
2
0
1
9

年
に
は
初
め
て
3
0
0
万
人
を
超
え
た
。
現

地
で
は
、
居
住
人
口
、
訪
問
者
数
と
も
に
増

加
傾
向
に
あ
る
中
で
、
交
通
渋
滞
、
駐
車
場

不
足
、
違
法
駐
車
、
私
有
地
へ
の
侵
入
、
無
許

可
の
商
業
活
動
、
空
港
混
雑
、
一
時
的
な
民

と
も
確
認
さ
れ
る
（
2
0
2
1
年
6
月
）。

●
導
入
の
根
拠
、
調
査
の
実
施

　ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
導
入
の
根
拠
と
し

て
は
、『
マ
ウ
イ
島
計
画
』（M

au
i Islan

d
 

P
lan

）の
目
的
、行
動
等
が
挙
げ
ら
れ
る【
図

1
】。
同
計
画
で
は
、
1
日
あ
た
り
の
「
訪

問
者
数
が
住
民
の
約
33
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
望
ま
し

い
人
口
を
促
進
す
る
」【
図
2
】【
注
10
】
と

さ
れ
て
お
り
、「
い
つ
で
も
島
の
住
民
と
訪

問
者
の
数
の
関
係
は
、
重
要
な
公
共
政
策
の

論
点
と
し
て
無
視
で
き
な
い
」
と
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
実
態
と
し
て
は
、
コ
ロ
ナ

禍
前
に
、
既
に
そ
の
基
準
を
超
え
た
状
態
が

続
い
て
い
た
【
表
1
】。

　な
お
、
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
導
入
へ
の

動
き
と
並
行
し
て
、
2
0
2
1
年
7
月
に
郡

議
会
の
予
算
・
財
政
・
経
済
開
発
委
員
会

（
B
F
E
D
）に「
観
光
管
理
・
経
済
開
発
臨
時

調
査
グ
ル
ー
プ
」（
T
I
G
）が
設
立
さ
れ
た
。

構
成
員
は
4
名
、
会
合
は
計
8
回
開
催
さ
れ
、

2
0
2
2
年
2
月
に
最
終
レ
ポ
ー
ト
が
公
表

さ
れ
た
。
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
、
同

調
査
お
よ
び
関
係
箇
所
と
の
協
議
等
を
経
て
、

2
0
2
2
年
10
月
の
郡
議
会
に
お
い
て
、「
一

時
滞
在
に
関
す
る
包
括
的
区
域
条
例
」の
改

正
案
が
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
年

1
月
に
導
入
さ
れ
た
ホ
テ
ル
の
開
発
一
時
停

止（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）は
終
了
の
方
向
と
な
る

が
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
の
宿
泊
利
用
禁
止

や
一
時
的
な
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
ン
タ
ル
の
上
限

は
継
続
さ
れ
る
方
向
に
至
っ
た
。

　マ
ウ
イ
島
で
の
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の

発
動
と
終
了
を
ど
う
見
る
か
は
見
解
が
分
か

れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
そ

の
プ
ロ
セ
ス
も
含
め
て
検
証
が
必
要
と
な

る
。
住
民
生
活
へ
の
悪
影
響
は
軽
減
さ
れ
た

の
か
。
観
光
事
業
や
地
域
経
済
に
ど
の
よ
う

な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
。
発
動
の
タ
イ
ミ
ン

グ
や
根
拠
は
適
切
だ
っ
た
か
等
。
ま
た
、
ホ

テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
は
事
態
改
善
の
た
め
の

一
手
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
包
括
的
な
成
長
管

理
を
意
識
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。加
え
て
、

マ
ウ
イ
島
が
掲
げ
る
地
域
経
済
の
多
様
化
の

実
現
は
非
常
に
難
し
い
、
と
い
う
の
が
現
実

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
と
め
に
代
え
て
、

マ
ウ
イ
島
の
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
に
関
す

る
関
連
情
報
等
を
お
伝
え
し
て
お
く
。

　実
は
、
マ
ウ
イ
島
で
は
、
1
9
9
1
年
に

も
ホ
テ
ル
開
発
の
一
時
的
な
制
限
が
行
わ
れ

た
【
注
11
】。
し
か
し
、
そ
の
後
、
米
国
本

土
西
海
岸
や
日
本
が
経
済
不
況
に
陥
っ
た
こ

ハワイにおける観光パラダイムシフト1

と
を
受
け
て
、
米
国
本
土
東
海
岸
等
か
ら
の

誘
客
な
ど
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
多
様
化
に
取
り
組

ん
だ
。
規
制
策
の
前
提
と
な
る
状
況
の
変
化

が
起
こ
り
得
る
こ
と
も
想
定
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
よ
り
俯
瞰

的
に
見
れ
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
制
限
と
そ

の
段
階
的
解
除
（
再
開
）
も
、
一
時
的
制
限

の
一
つ
で
あ
り
、オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
期
、

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
区
分
を
超
え
て
、
観
光
の

管
理
手
法
と
し
て
、
実
践
例
を
も
と
に
そ
の

高
度
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

時
重
要
と
な
る
の
は
、
地
域
に
お
け
る
観
光

に
取
り
組
む
意
義
、
意
味
の
共
有
・
再
確
認

で
あ
り
、
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
点
か
ら
も
総
合

計
画
、
地
域
計
画
の
中
で
観
光
の
扱
い
を
明

確
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
と
筆
者
は
考

え
る
。【
注
12
】。

　マ
ウ
イ
島
で
発
生
し
た
山
火
事
に
よ
り
亡
く
な

ら
れ
た
方
々
に
謹
ん
で
お
悔
や
み
を
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
マ
ウ
イ
島
の
一

日
も
早
い
復
興
と
と
も
に
観
光
の
復
興
を
心
よ
り

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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図 2 マウイ島の居住人口と1日あたりの訪問者数の実態と予測 a.居住人口（人） b.訪問者数（人） 比率（=b/a）
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図 1 人口と訪問者、宿泊施設に関する計画等での記載

表 1 マウイ島の居住人口と1日あたりの訪問者数の実態

泊
の
増
加
、
住
宅
不
足
・
住
宅
価
格
の
高
騰
、

水
不
足
等
、
多
岐
に
も
わ
た
る
問
題
現
象
が

以
前
に
も
増
し
て
発
生
。
既
存
の
イ
ン
フ
ラ

を
圧
迫
し
、
住
民
の
生
活
の
質
に
悪
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
に
よ
り
観
光
業
は
壊
滅
的
な
影
響
を
受
け

た
が
、
2
0
2
1
年
夏
に
は
、
2
0
1
9
年
の

9
割
程
度
に
観
光
需
要
が
回
復
。
適
切
な
観

光
管
理
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
対
策【
注
4
】

が
講
じ
ら
れ
る
中
で
、
そ
の
一
つ
と
し
て
マ
ウ

イ
島
で
導
入
さ
れ
た
の
が
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ

ア
ム
で
あ
る
。

●
導
入
の
経
緯
、
意
図

　マ
ウ
イ
島
で
の
、
ホ
テ
ル
や
一
時
的
な
バ

ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
ン
タ
ル
（
T
V
R
）
等
の
宿
泊

施
設
の
一
時
開
発
停
止
（
以
下
、「
ホ
テ
ル
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
」
と
略
す
）
条
例
は
、
マ
ウ
イ
郡

議
会
（
以
下
、
郡
議
会
）
か
ら
提
案
さ
れ
、

2
0
2
2
年
1
月
に
成
立
し
た
。

　2
0
1
9
年（
コ
ロ
ナ
禍
前
）の「
環
境
・
農

業
・
文
化
保
存
委
員
会
」で
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム

が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
2
0
2
1
年
に
再
度
、

導
入
に
向
け
た
動
き
が
な
さ
れ
た【
注
5
】。

2
0
2
1
年
7
月
に
郡
議
会
は
、「
マ
ウ
イ

島
南
部
お
よ
び
西
部
に
お
け
る
観
光
客
用
宿

泊
施
設
の
建
築
許
可
を
一
時
停
止
す
る
法

案
」
を
可
決
し
た
が
、
マ
ウ
イ
郡
長
（
以
下
、

郡
長
）
が
拒
否
権
を
発
動
（
郡
議
会
は
そ
れ

を
無
効
化
で
き
ず
）。同
年
12
月
、郡
議
会
は
、

マ
ウ
イ
島
全
域
を
対
象
と
し
た
法
案
を
再
提

案
し
可
決
。
そ
の
後
の
郡
長
の
拒
否
権
を
無

効
に
し
て
、
翌
年
1
月
に
成
立
さ
せ
た
（
最

長
2
年
間
停
止
）【
注
6
】。
こ
の
一
時
停
止

は
、「
観
光
客
の
来
訪
を
阻
止
す
る
こ
と
が

目
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
規
建
設
の
許
可

を
停
止
」
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り

「
郡
は
オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
抑
制
し
、

経
済
を
多
様
化
し
、
よ
り
手
頃
な
価
格
の
住

宅
を
提
供
す
る
計
画
を
立
て
る
時
間
を
得
ら

れ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
【
注
7
】。

　な
お
、
郡
長
が
拒
否
権
を
発
動
（
一
度
目
、

2
0
2
1
年
7
月
）
し
た
の
は
、「
一
時
停
止

は
、
カ
フ
ル
イ
空
港
の
群
衆
を
緩
和
し
、
道

路
の
交
通
量
を
減
ら
し
、
違
法
な
一
時
的
な

民
泊
の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
」

と
の
理
由
で
あ
っ
た【
注
8
】。ま
た
、郡
長
は
、

「
マ
ウ
イ
（
と
い
う
場
所
）
は
第
一
に
（
人
々
が

生
活
す
る
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
り
、
第
二

に
休
暇
の
目
的
地
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

訪
問
者
に
思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
」（
括
弧

は
筆
者
加
筆
）【
注
9
】
と
発
言
し
て
い
た
こ

　コ
ロ
ナ
禍
前
、
観
光
業
界
に
留
ま
ら
ず
社

会
問
題
化
し
た
の
が
オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム

（
観
光
過
剰
）
で
あ
る
。
観
光
客
の
急
増
に

よ
り
、
観
光
の
正
の
イ
ン
パ
ク
ト
だ
け
で
な

く
、負
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
顕
在
化
し
て
い
た
。

住
民
の
生
活
の
質
や
観
光
客
の
体
験
の
質
の

低
下
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。そ
し
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
一
定
程
度

落
ち
着
き
、
観
光
需
要
が
回
復
傾
向
に
あ
る

今
、
国
内
外
の
一
部
の
地
域
で
は
オ
ー
バ
ー

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
再
燃
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

急
激
か
つ
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
超
え
た
過
度
な

利
用
お
よ
び
開
発
は
、
地
域
に
不
可
逆
的
な

影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
。
恒
久
的
【
注

1
】
な
制
限
を
導
入
す
る
か
は
別
と
し
て
、

利
用
や
開
発
を
一
時
的
に
制
限
し
、
住
民
や

環
境
へ
の
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
、
地
域
自
身

が
方
向
性
を
見
出
し
合
意
形
成
を
図
る
。
そ

う
し
た
時
間
の
確
保
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
戦
略
的
に
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採

り
つ
つ
も
、
加
速
し
押
し
寄
せ
る
変
化
に
対

し
て
は
戦
術
的
な
対
応
を
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
万
能
薬
が
な
く
後
手
に
回
っ
て
し
ま
う

中
で
、
環
境
変
化
に
対
し
て
速
度
調
整
を
行

い
、
態
勢
を
立
て
直
す
。
そ
の
た
め
の
「
猶

予
期
間
（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）」
確
保
の
手
法
を

こ
こ
で
は
検
討
し
て
み
た
い
。

　世
界
で
は
、
一
時
停
止
措
置
の
方
法
と
し

て
「
観
光
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」
を
導
入
し
て
い

る
地
域
が
幾
つ
か
確
認
さ
れ
る
。
我
が
国
の

観
光
分
野
で
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
、
森
林
伐
採
や
天

然
資
源
採
掘
等
に
お
い
て
は
、
資
源
管
理
や

や
環
境
へ
の
影
響
抑
制
等
の
観
点
か
ら
「
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　観
光
分
野
で
は
、
特
定
区
域
の
一
時
的
な

立
入
禁
止
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
催
行
一
時
停
止

等
の
事
例
も
あ
る
が【
注
2
】、
多
く
目
に
留

3
．ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム

―
居
住
人
口
と

訪
問
者
数
の
関
係

4
．包
括
的
な
成
長
管
理
、

環
境
変
化
へ
の
対
応

ま
る
の
は
宿
泊
施
設
の
一
時
開
発
停
止「
ホ
テ

ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」（hotel m

oratorium

）で

あ
る
。
例
え
ば
、
島
嶼
地
域
で
は
、
今
回
視

察
対
象
候
補
で
あ
っ
た
米
国
ハ
ワ
イ
・
マ
ウ

イ
島
の
ほ
か
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
バ
リ
島
や

ジ
ャ
ワ
島
の
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
、ス
ペ
イ
ン
・

カ
ナ
リ
ア
諸
島
や
バ
レ
ア
レ
ス
諸
島
等
で
確

認
さ
れ
る
。

　そ
の
目
的
は
、観
光
政
策
の
観
点
か
ら
は
、

過
剰
供
給
や
需
要
減
少
に
よ
る
観
光
産
業
の

収
益
性
の
低
下
お
よ
び
競
争
激
化
の
回
避
、

魅
力
の
源
泉
と
な
る
環
境
や
資
源
等
へ
の
負

の
影
響
抑
制
、
地
域
外
資
本
に
よ
る
開
発
の

制
御
誘
導
等
。
公
共
政
策
の
観
点
か
ら
は
、

地
域
住
民
の
住
宅
確
保
、
地
域
経
済
の
多
様

化
、交
通
渋
滞
の
解
消
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　我
が
国
に
お
い
て
は
、
2
0
0
0
年
代
後

半
に
そ
の
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
た
が
（
参

考
文
献
1
、
2
）、
観
光
研
究
の
蓄
積
は
十

分
と
は
言
い
難
い
【
注
3
】。
以
降
で
は
、

コ
ロ
ナ
禍
前
に
検
討
が
な
さ
れ
、
2
0
2
2

年
に
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
が
導
入
さ
れ
た

マ
ウ
イ
島
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
今

回
の
視
察
で
は
、
2
0
2
3
年
8
月
に
発
生

し
た
山
火
事
を
受
け
現
地
調
査
を
取
り
や
め

た
た
め
、
文
献
資
料
等
を
通
じ
た
紹
介
と
な

る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　マ
ウ
イ
島
は
、
ハ
ワ
イ
諸
島
主
要
4
島
の

う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
人
口
は
約
15
万
人
、

面
積
は
1
8
8
4
㎢
、
ハ
ワ
イ
州
5
郡
の
う

ち
の
一
つ
、
マ
ウ
イ
郡
に
属
す
る
。
島
外
へ

の
人
口
流
出
抑
制
を
目
的
に
、
1
9
6
0
年

代
以
降
に
観
光
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
き

島
内
複
数
の
地
区
が
開
発
さ
れ
た
。
当
初
か

ら
高
支
出
額
旅
行
者
を
対
象
と
し
て
い
た
こ

と
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
1
9
6
0
年
代

後
半
以
降
、
観
光
の
重
要
性
を
認
識
し
た
上

で
、
観
光
を
合
理
的
な
範
囲
に
留
め
、
経
済

的
ニ
ー
ズ
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
の
バ
ラ
ン

ス
を
確
立
す
る
こ
と
、
経
済
の
多
様
化
を
図

る
こ
と
を
重
視
、
模
索
し
て
き
た
。
し
か
し
、

2
0
0
6
年
策
定
の
『
マ
ウ
イ
郡
観
光
戦
略

計
画
2
0
0
6‐2
0
1
5
』
で
も
記
載
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
マ
ウ
イ
郡
は
他
郡
と
比
べ

て
観
光
依
存
度
が
高
い
状
況
に
あ
る
。

　マ
ウ
イ
島
の
訪
問
者
数
は
、
1
9
9
0
年

に
は
約
2
0
0
万
人
で
あ
っ
た
が
、
2
0
1
9

年
に
は
初
め
て
3
0
0
万
人
を
超
え
た
。
現

地
で
は
、
居
住
人
口
、
訪
問
者
数
と
も
に
増

加
傾
向
に
あ
る
中
で
、
交
通
渋
滞
、
駐
車
場

不
足
、
違
法
駐
車
、
私
有
地
へ
の
侵
入
、
無
許

可
の
商
業
活
動
、
空
港
混
雑
、
一
時
的
な
民

出典：マウイ郡の各計画（公式ホームページで公開）および参考文献８）付属資料を参考に作成

出典：参考文献８）付属資料「MAUI ISLAND VISITORS 2008-2018 from the Hawai’i Tourism Authorlty」より作成

（西マウイコミュニティ計画（2021年12月）、南マウイ コミュニティ計画（更新進行中））※詳細は割愛

出典：『マウイ島計画』（2012）の「第1章 人口 図1-4『訪問者と居住者の比率』」（p.1-6）をもとに作成
注：人口は米国国勢調査。2030年までの人口は、マウイ郡計画局による「社会経済予測 マウイ郡総合計画2030の経済予測」（2006，2012改訂）による。訪問者数は毎年約1％増加で設定されている。

ハワイ州憲法

『マウイ郡総合計画2030』（2010年３月）

『マウイ島計画』（2012年12月）

コミュニティ計画

州の人口増加の管理（第９条第６項）
「州およびその下級行政区画は、一般法の規定に従い、公衆の健康と福祉を保護し
維持するために人口増加の計画と管理を行うことができる。
ただし、各下級行政区画は、一般法の規定により、州より制限の強い人口の増加の
計画と管理を行うことができる。」

J.持続可能な土地利用と成長管理の促進
目的…
方針…

行動…

第４章　経済発展－観光
目的 4.2.2
方針 4.2.2.a

行動 4.2.2-3
　　　　　
目的 4.2.3
方針 4.2.3.a

将来の訪問者数の拡大を総合的に管理する。
観光が受け入れ地域の文化、自然環境、住民のライフスタイルに及
ぼす影響を軽減する。
（2） 許可できる訪問者の宿泊施設の数と種類に上限を設ける。
（3） 許可される訪問者の宿泊施設の数と種類を管理する。
観光産業からの住民の利益を最大化する。
島全体の訪問者数が住民の約33パーセントを超えないよう努める
ことにより、望ましい島の人口を促進する。

と
も
確
認
さ
れ
る
（
2
0
2
1
年
6
月
）。

●
導
入
の
根
拠
、
調
査
の
実
施

　ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
導
入
の
根
拠
と
し

て
は
、『
マ
ウ
イ
島
計
画
』（M

au
i Islan

d
 

P
lan

）の
目
的
、行
動
等
が
挙
げ
ら
れ
る【
図

1
】。
同
計
画
で
は
、
1
日
あ
た
り
の
「
訪

問
者
数
が
住
民
の
約
33
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
望
ま
し

い
人
口
を
促
進
す
る
」【
図
2
】【
注
10
】
と

さ
れ
て
お
り
、「
い
つ
で
も
島
の
住
民
と
訪

問
者
の
数
の
関
係
は
、
重
要
な
公
共
政
策
の

論
点
と
し
て
無
視
で
き
な
い
」
と
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
実
態
と
し
て
は
、
コ
ロ
ナ

禍
前
に
、
既
に
そ
の
基
準
を
超
え
た
状
態
が

続
い
て
い
た
【
表
1
】。

　な
お
、
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
導
入
へ
の

動
き
と
並
行
し
て
、
2
0
2
1
年
7
月
に
郡

議
会
の
予
算
・
財
政
・
経
済
開
発
委
員
会

（
B
F
E
D
）に「
観
光
管
理
・
経
済
開
発
臨
時

調
査
グ
ル
ー
プ
」（
T
I
G
）が
設
立
さ
れ
た
。

構
成
員
は
4
名
、
会
合
は
計
8
回
開
催
さ
れ
、

2
0
2
2
年
2
月
に
最
終
レ
ポ
ー
ト
が
公
表

さ
れ
た
。
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
、
同

調
査
お
よ
び
関
係
箇
所
と
の
協
議
等
を
経
て
、

2
0
2
2
年
10
月
の
郡
議
会
に
お
い
て
、「
一

時
滞
在
に
関
す
る
包
括
的
区
域
条
例
」の
改

正
案
が
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
年

1
月
に
導
入
さ
れ
た
ホ
テ
ル
の
開
発
一
時
停

止（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）は
終
了
の
方
向
と
な
る

が
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
の
宿
泊
利
用
禁
止

や
一
時
的
な
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
ン
タ
ル
の
上
限

は
継
続
さ
れ
る
方
向
に
至
っ
た
。

　マ
ウ
イ
島
で
の
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の

発
動
と
終
了
を
ど
う
見
る
か
は
見
解
が
分
か

れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
そ

の
プ
ロ
セ
ス
も
含
め
て
検
証
が
必
要
と
な

る
。
住
民
生
活
へ
の
悪
影
響
は
軽
減
さ
れ
た

の
か
。
観
光
事
業
や
地
域
経
済
に
ど
の
よ
う

な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
。
発
動
の
タ
イ
ミ
ン

グ
や
根
拠
は
適
切
だ
っ
た
か
等
。
ま
た
、
ホ

テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
は
事
態
改
善
の
た
め
の

一
手
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
包
括
的
な
成
長
管

理
を
意
識
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。加
え
て
、

マ
ウ
イ
島
が
掲
げ
る
地
域
経
済
の
多
様
化
の

実
現
は
非
常
に
難
し
い
、
と
い
う
の
が
現
実

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
と
め
に
代
え
て
、

マ
ウ
イ
島
の
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
に
関
す

る
関
連
情
報
等
を
お
伝
え
し
て
お
く
。

　実
は
、
マ
ウ
イ
島
で
は
、
1
9
9
1
年
に

も
ホ
テ
ル
開
発
の
一
時
的
な
制
限
が
行
わ
れ

た
【
注
11
】。
し
か
し
、
そ
の
後
、
米
国
本

土
西
海
岸
や
日
本
が
経
済
不
況
に
陥
っ
た
こ

1.土地利用マネジメントを改善し、成長戦略を実施する。
c.コミュニティ計画区域内の訪問者用宿泊施設やユニットの数を制限する。
d.居住者、パートタイム居住者、観光客の持続可能なバランスを維持する。
d.各島の持続可能な社会的、環境的、経済的キャリング・キャパシティを決定
するための研究を行う。

居住人口（人）

1日あたり訪問者数（人）

比率（％）

140,900

43,300

30.7

2008

142,900

41,500

29.0

2009

144,500

45,900

31.8

2010

146,300

47,800

32.7

2011

148,300

50,600

34.1

2012

150,300

52,800

35.1

2013

152,400

54,200

35.6

2014

153,300

56,800

37.1

2015

154,800

58,800

38.0

2016

155,600

60,400

38.8

2017

156,300

64,500

41.3

2018

ハワイにおける観光パラダイムシフト1

0

10.0

20.0

30.0

40.0

（％）（人）

38,691

4,006

62,823

32,728

91,361

38,333

117,644

38,485

144,444

43,100

169,540

46,333

194,630

22.3

35.8

32.6

26.6 25.4

23.8

と
を
受
け
て
、
米
国
本
土
東
海
岸
等
か
ら
の

誘
客
な
ど
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
多
様
化
に
取
り
組

ん
だ
。
規
制
策
の
前
提
と
な
る
状
況
の
変
化

が
起
こ
り
得
る
こ
と
も
想
定
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
よ
り
俯
瞰

的
に
見
れ
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
制
限
と
そ

の
段
階
的
解
除
（
再
開
）
も
、
一
時
的
制
限

の
一
つ
で
あ
り
、オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
期
、

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
区
分
を
超
え
て
、
観
光
の

管
理
手
法
と
し
て
、
実
践
例
を
も
と
に
そ
の

高
度
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

時
重
要
と
な
る
の
は
、
地
域
に
お
け
る
観
光

に
取
り
組
む
意
義
、
意
味
の
共
有
・
再
確
認

で
あ
り
、
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
点
か
ら
も
総
合

計
画
、
地
域
計
画
の
中
で
観
光
の
扱
い
を
明

確
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
と
筆
者
は
考

え
る
。【
注
12
】。

　マ
ウ
イ
島
で
発
生
し
た
山
火
事
に
よ
り
亡
く
な

ら
れ
た
方
々
に
謹
ん
で
お
悔
や
み
を
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
マ
ウ
イ
島
の
一

日
も
早
い
復
興
と
と
も
に
観
光
の
復
興
を
心
よ
り

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

……

……

…

…

…

マウイ島総合計画

マウイ郡総合計画
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図 2 マウイ島の居住人口と1日あたりの訪問者数の実態と予測 a.居住人口（人） b.訪問者数（人） 比率（=b/a）

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

図 1 人口と訪問者、宿泊施設に関する計画等での記載

表 1 マウイ島の居住人口と1日あたりの訪問者数の実態

泊
の
増
加
、
住
宅
不
足
・
住
宅
価
格
の
高
騰
、

水
不
足
等
、
多
岐
に
も
わ
た
る
問
題
現
象
が

以
前
に
も
増
し
て
発
生
。
既
存
の
イ
ン
フ
ラ

を
圧
迫
し
、
住
民
の
生
活
の
質
に
悪
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
に
よ
り
観
光
業
は
壊
滅
的
な
影
響
を
受
け

た
が
、
2
0
2
1
年
夏
に
は
、
2
0
1
9
年
の

9
割
程
度
に
観
光
需
要
が
回
復
。
適
切
な
観

光
管
理
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
対
策【
注
4
】

が
講
じ
ら
れ
る
中
で
、
そ
の
一
つ
と
し
て
マ
ウ

イ
島
で
導
入
さ
れ
た
の
が
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ

ア
ム
で
あ
る
。

●
導
入
の
経
緯
、
意
図

　マ
ウ
イ
島
で
の
、
ホ
テ
ル
や
一
時
的
な
バ

ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
ン
タ
ル
（
T
V
R
）
等
の
宿
泊

施
設
の
一
時
開
発
停
止
（
以
下
、「
ホ
テ
ル
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
」
と
略
す
）
条
例
は
、
マ
ウ
イ
郡

議
会
（
以
下
、
郡
議
会
）
か
ら
提
案
さ
れ
、

2
0
2
2
年
1
月
に
成
立
し
た
。

　2
0
1
9
年（
コ
ロ
ナ
禍
前
）の「
環
境
・
農

業
・
文
化
保
存
委
員
会
」で
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム

が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
2
0
2
1
年
に
再
度
、

導
入
に
向
け
た
動
き
が
な
さ
れ
た【
注
5
】。

2
0
2
1
年
7
月
に
郡
議
会
は
、「
マ
ウ
イ

島
南
部
お
よ
び
西
部
に
お
け
る
観
光
客
用
宿

泊
施
設
の
建
築
許
可
を
一
時
停
止
す
る
法

案
」
を
可
決
し
た
が
、
マ
ウ
イ
郡
長
（
以
下
、

郡
長
）
が
拒
否
権
を
発
動
（
郡
議
会
は
そ
れ

を
無
効
化
で
き
ず
）。同
年
12
月
、郡
議
会
は
、

マ
ウ
イ
島
全
域
を
対
象
と
し
た
法
案
を
再
提

案
し
可
決
。
そ
の
後
の
郡
長
の
拒
否
権
を
無

効
に
し
て
、
翌
年
1
月
に
成
立
さ
せ
た
（
最

長
2
年
間
停
止
）【
注
6
】。
こ
の
一
時
停
止

は
、「
観
光
客
の
来
訪
を
阻
止
す
る
こ
と
が

目
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
規
建
設
の
許
可

を
停
止
」
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り

「
郡
は
オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
抑
制
し
、

経
済
を
多
様
化
し
、
よ
り
手
頃
な
価
格
の
住

宅
を
提
供
す
る
計
画
を
立
て
る
時
間
を
得
ら

れ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
【
注
7
】。

　な
お
、
郡
長
が
拒
否
権
を
発
動
（
一
度
目
、

2
0
2
1
年
7
月
）
し
た
の
は
、「
一
時
停
止

は
、
カ
フ
ル
イ
空
港
の
群
衆
を
緩
和
し
、
道

路
の
交
通
量
を
減
ら
し
、
違
法
な
一
時
的
な

民
泊
の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
」

と
の
理
由
で
あ
っ
た【
注
8
】。ま
た
、郡
長
は
、

「
マ
ウ
イ
（
と
い
う
場
所
）
は
第
一
に
（
人
々
が

生
活
す
る
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
り
、
第
二

に
休
暇
の
目
的
地
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

訪
問
者
に
思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
」（
括
弧

は
筆
者
加
筆
）【
注
9
】
と
発
言
し
て
い
た
こ

　コ
ロ
ナ
禍
前
、
観
光
業
界
に
留
ま
ら
ず
社

会
問
題
化
し
た
の
が
オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム

（
観
光
過
剰
）
で
あ
る
。
観
光
客
の
急
増
に

よ
り
、
観
光
の
正
の
イ
ン
パ
ク
ト
だ
け
で
な

く
、負
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
顕
在
化
し
て
い
た
。

住
民
の
生
活
の
質
や
観
光
客
の
体
験
の
質
の

低
下
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。そ
し
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
一
定
程
度

落
ち
着
き
、
観
光
需
要
が
回
復
傾
向
に
あ
る

今
、
国
内
外
の
一
部
の
地
域
で
は
オ
ー
バ
ー

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
再
燃
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

急
激
か
つ
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
超
え
た
過
度
な

利
用
お
よ
び
開
発
は
、
地
域
に
不
可
逆
的
な

影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
。
恒
久
的
【
注

1
】
な
制
限
を
導
入
す
る
か
は
別
と
し
て
、

利
用
や
開
発
を
一
時
的
に
制
限
し
、
住
民
や

環
境
へ
の
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
、
地
域
自
身

が
方
向
性
を
見
出
し
合
意
形
成
を
図
る
。
そ

う
し
た
時
間
の
確
保
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
戦
略
的
に
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採

り
つ
つ
も
、
加
速
し
押
し
寄
せ
る
変
化
に
対

し
て
は
戦
術
的
な
対
応
を
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
万
能
薬
が
な
く
後
手
に
回
っ
て
し
ま
う

中
で
、
環
境
変
化
に
対
し
て
速
度
調
整
を
行

い
、
態
勢
を
立
て
直
す
。
そ
の
た
め
の
「
猶

予
期
間
（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）」
確
保
の
手
法
を

こ
こ
で
は
検
討
し
て
み
た
い
。

　世
界
で
は
、
一
時
停
止
措
置
の
方
法
と
し

て
「
観
光
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」
を
導
入
し
て
い

る
地
域
が
幾
つ
か
確
認
さ
れ
る
。
我
が
国
の

観
光
分
野
で
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
、
森
林
伐
採
や
天

然
資
源
採
掘
等
に
お
い
て
は
、
資
源
管
理
や

や
環
境
へ
の
影
響
抑
制
等
の
観
点
か
ら
「
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　観
光
分
野
で
は
、
特
定
区
域
の
一
時
的
な

立
入
禁
止
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
催
行
一
時
停
止

等
の
事
例
も
あ
る
が【
注
2
】、
多
く
目
に
留

3
．ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム

―
居
住
人
口
と

訪
問
者
数
の
関
係

4
．包
括
的
な
成
長
管
理
、

環
境
変
化
へ
の
対
応

ま
る
の
は
宿
泊
施
設
の
一
時
開
発
停
止「
ホ
テ

ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」（hotel m

oratorium

）で

あ
る
。
例
え
ば
、
島
嶼
地
域
で
は
、
今
回
視

察
対
象
候
補
で
あ
っ
た
米
国
ハ
ワ
イ
・
マ
ウ

イ
島
の
ほ
か
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
バ
リ
島
や

ジ
ャ
ワ
島
の
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
、ス
ペ
イ
ン
・

カ
ナ
リ
ア
諸
島
や
バ
レ
ア
レ
ス
諸
島
等
で
確

認
さ
れ
る
。

　そ
の
目
的
は
、観
光
政
策
の
観
点
か
ら
は
、

過
剰
供
給
や
需
要
減
少
に
よ
る
観
光
産
業
の

収
益
性
の
低
下
お
よ
び
競
争
激
化
の
回
避
、

魅
力
の
源
泉
と
な
る
環
境
や
資
源
等
へ
の
負

の
影
響
抑
制
、
地
域
外
資
本
に
よ
る
開
発
の

制
御
誘
導
等
。
公
共
政
策
の
観
点
か
ら
は
、

地
域
住
民
の
住
宅
確
保
、
地
域
経
済
の
多
様

化
、交
通
渋
滞
の
解
消
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　我
が
国
に
お
い
て
は
、
2
0
0
0
年
代
後

半
に
そ
の
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
た
が
（
参

考
文
献
1
、
2
）、
観
光
研
究
の
蓄
積
は
十

分
と
は
言
い
難
い
【
注
3
】。
以
降
で
は
、

コ
ロ
ナ
禍
前
に
検
討
が
な
さ
れ
、
2
0
2
2

年
に
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
が
導
入
さ
れ
た

マ
ウ
イ
島
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
今

回
の
視
察
で
は
、
2
0
2
3
年
8
月
に
発
生

し
た
山
火
事
を
受
け
現
地
調
査
を
取
り
や
め

た
た
め
、
文
献
資
料
等
を
通
じ
た
紹
介
と
な

る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　マ
ウ
イ
島
は
、
ハ
ワ
イ
諸
島
主
要
4
島
の

う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
人
口
は
約
15
万
人
、

面
積
は
1
8
8
4
㎢
、
ハ
ワ
イ
州
5
郡
の
う

ち
の
一
つ
、
マ
ウ
イ
郡
に
属
す
る
。
島
外
へ

の
人
口
流
出
抑
制
を
目
的
に
、
1
9
6
0
年

代
以
降
に
観
光
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
き

島
内
複
数
の
地
区
が
開
発
さ
れ
た
。
当
初
か

ら
高
支
出
額
旅
行
者
を
対
象
と
し
て
い
た
こ

と
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
1
9
6
0
年
代

後
半
以
降
、
観
光
の
重
要
性
を
認
識
し
た
上

で
、
観
光
を
合
理
的
な
範
囲
に
留
め
、
経
済

的
ニ
ー
ズ
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
の
バ
ラ
ン

ス
を
確
立
す
る
こ
と
、
経
済
の
多
様
化
を
図

る
こ
と
を
重
視
、
模
索
し
て
き
た
。
し
か
し
、

2
0
0
6
年
策
定
の
『
マ
ウ
イ
郡
観
光
戦
略

計
画
2
0
0
6‐2
0
1
5
』
で
も
記
載
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
マ
ウ
イ
郡
は
他
郡
と
比
べ

て
観
光
依
存
度
が
高
い
状
況
に
あ
る
。

　マ
ウ
イ
島
の
訪
問
者
数
は
、
1
9
9
0
年

に
は
約
2
0
0
万
人
で
あ
っ
た
が
、
2
0
1
9

年
に
は
初
め
て
3
0
0
万
人
を
超
え
た
。
現

地
で
は
、
居
住
人
口
、
訪
問
者
数
と
も
に
増

加
傾
向
に
あ
る
中
で
、
交
通
渋
滞
、
駐
車
場

不
足
、
違
法
駐
車
、
私
有
地
へ
の
侵
入
、
無
許

可
の
商
業
活
動
、
空
港
混
雑
、
一
時
的
な
民

出典：マウイ郡の各計画（公式ホームページで公開）および参考文献８）付属資料を参考に作成

出典：参考文献８）付属資料「MAUI ISLAND VISITORS 2008-2018 from the Hawai’i Tourism Authorlty」より作成

（西マウイコミュニティ計画（2021年12月）、南マウイ コミュニティ計画（更新進行中））※詳細は割愛

出典：『マウイ島計画』（2012）の「第1章 人口 図1-4『訪問者と居住者の比率』」（p.1-6）をもとに作成
注：人口は米国国勢調査。2030年までの人口は、マウイ郡計画局による「社会経済予測 マウイ郡総合計画2030の経済予測」（2006，2012改訂）による。訪問者数は毎年約1％増加で設定されている。

ハワイ州憲法

『マウイ郡総合計画2030』（2010年３月）

『マウイ島計画』（2012年12月）

コミュニティ計画

州の人口増加の管理（第９条第６項）
「州およびその下級行政区画は、一般法の規定に従い、公衆の健康と福祉を保護し
維持するために人口増加の計画と管理を行うことができる。
ただし、各下級行政区画は、一般法の規定により、州より制限の強い人口の増加の
計画と管理を行うことができる。」

J.持続可能な土地利用と成長管理の促進
目的…
方針…

行動…

第４章　経済発展－観光
目的 4.2.2
方針 4.2.2.a

行動 4.2.2-3
　　　　　
目的 4.2.3
方針 4.2.3.a

将来の訪問者数の拡大を総合的に管理する。
観光が受け入れ地域の文化、自然環境、住民のライフスタイルに及
ぼす影響を軽減する。
（2） 許可できる訪問者の宿泊施設の数と種類に上限を設ける。
（3） 許可される訪問者の宿泊施設の数と種類を管理する。
観光産業からの住民の利益を最大化する。
島全体の訪問者数が住民の約33パーセントを超えないよう努める
ことにより、望ましい島の人口を促進する。

と
も
確
認
さ
れ
る
（
2
0
2
1
年
6
月
）。

●
導
入
の
根
拠
、
調
査
の
実
施

　ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
導
入
の
根
拠
と
し

て
は
、『
マ
ウ
イ
島
計
画
』（M

au
i Islan

d
 

P
lan

）の
目
的
、行
動
等
が
挙
げ
ら
れ
る【
図

1
】。
同
計
画
で
は
、
1
日
あ
た
り
の
「
訪

問
者
数
が
住
民
の
約
33
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
望
ま
し

い
人
口
を
促
進
す
る
」【
図
2
】【
注
10
】
と

さ
れ
て
お
り
、「
い
つ
で
も
島
の
住
民
と
訪

問
者
の
数
の
関
係
は
、
重
要
な
公
共
政
策
の

論
点
と
し
て
無
視
で
き
な
い
」
と
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
実
態
と
し
て
は
、
コ
ロ
ナ

禍
前
に
、
既
に
そ
の
基
準
を
超
え
た
状
態
が

続
い
て
い
た
【
表
1
】。

　な
お
、
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
導
入
へ
の

動
き
と
並
行
し
て
、
2
0
2
1
年
7
月
に
郡

議
会
の
予
算
・
財
政
・
経
済
開
発
委
員
会

（
B
F
E
D
）に「
観
光
管
理
・
経
済
開
発
臨
時

調
査
グ
ル
ー
プ
」（
T
I
G
）が
設
立
さ
れ
た
。

構
成
員
は
4
名
、
会
合
は
計
8
回
開
催
さ
れ
、

2
0
2
2
年
2
月
に
最
終
レ
ポ
ー
ト
が
公
表

さ
れ
た
。
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
、
同

調
査
お
よ
び
関
係
箇
所
と
の
協
議
等
を
経
て
、

2
0
2
2
年
10
月
の
郡
議
会
に
お
い
て
、「
一

時
滞
在
に
関
す
る
包
括
的
区
域
条
例
」の
改

正
案
が
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
年

1
月
に
導
入
さ
れ
た
ホ
テ
ル
の
開
発
一
時
停

止（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）は
終
了
の
方
向
と
な
る

が
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
の
宿
泊
利
用
禁
止

や
一
時
的
な
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
ン
タ
ル
の
上
限

は
継
続
さ
れ
る
方
向
に
至
っ
た
。

　マ
ウ
イ
島
で
の
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の

発
動
と
終
了
を
ど
う
見
る
か
は
見
解
が
分
か

れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
そ

の
プ
ロ
セ
ス
も
含
め
て
検
証
が
必
要
と
な

る
。
住
民
生
活
へ
の
悪
影
響
は
軽
減
さ
れ
た

の
か
。
観
光
事
業
や
地
域
経
済
に
ど
の
よ
う

な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
。
発
動
の
タ
イ
ミ
ン

グ
や
根
拠
は
適
切
だ
っ
た
か
等
。
ま
た
、
ホ

テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
は
事
態
改
善
の
た
め
の

一
手
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
包
括
的
な
成
長
管

理
を
意
識
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。加
え
て
、

マ
ウ
イ
島
が
掲
げ
る
地
域
経
済
の
多
様
化
の

実
現
は
非
常
に
難
し
い
、
と
い
う
の
が
現
実

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
と
め
に
代
え
て
、

マ
ウ
イ
島
の
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
に
関
す

る
関
連
情
報
等
を
お
伝
え
し
て
お
く
。

　実
は
、
マ
ウ
イ
島
で
は
、
1
9
9
1
年
に

も
ホ
テ
ル
開
発
の
一
時
的
な
制
限
が
行
わ
れ

た
【
注
11
】。
し
か
し
、
そ
の
後
、
米
国
本

土
西
海
岸
や
日
本
が
経
済
不
況
に
陥
っ
た
こ

1.土地利用マネジメントを改善し、成長戦略を実施する。
c.コミュニティ計画区域内の訪問者用宿泊施設やユニットの数を制限する。
d.居住者、パートタイム居住者、観光客の持続可能なバランスを維持する。
d.各島の持続可能な社会的、環境的、経済的キャリング・キャパシティを決定
するための研究を行う。

居住人口（人）

1日あたり訪問者数（人）

比率（％）

140,900

43,300

30.7

2008

142,900

41,500

29.0

2009

144,500

45,900

31.8

2010

146,300

47,800

32.7

2011

148,300

50,600

34.1

2012

150,300

52,800

35.1

2013

152,400

54,200

35.6

2014

153,300

56,800

37.1

2015

154,800

58,800

38.0

2016

155,600

60,400

38.8

2017

156,300

64,500

41.3

2018

ハワイにおける観光パラダイムシフト1

0

10.0

20.0

30.0

40.0

（％）（人）

38,691

4,006

62,823

32,728

91,361

38,333

117,644

38,485

144,444

43,100

169,540

46,333

194,630

22.3

35.8

32.6

26.6 25.4

23.8

と
を
受
け
て
、
米
国
本
土
東
海
岸
等
か
ら
の

誘
客
な
ど
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
多
様
化
に
取
り
組

ん
だ
。
規
制
策
の
前
提
と
な
る
状
況
の
変
化

が
起
こ
り
得
る
こ
と
も
想
定
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
よ
り
俯
瞰

的
に
見
れ
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
制
限
と
そ

の
段
階
的
解
除
（
再
開
）
も
、
一
時
的
制
限

の
一
つ
で
あ
り
、オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
期
、

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
区
分
を
超
え
て
、
観
光
の

管
理
手
法
と
し
て
、
実
践
例
を
も
と
に
そ
の

高
度
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

時
重
要
と
な
る
の
は
、
地
域
に
お
け
る
観
光

に
取
り
組
む
意
義
、
意
味
の
共
有
・
再
確
認

で
あ
り
、
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
点
か
ら
も
総
合

計
画
、
地
域
計
画
の
中
で
観
光
の
扱
い
を
明

確
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
と
筆
者
は
考

え
る
。【
注
12
】。

　マ
ウ
イ
島
で
発
生
し
た
山
火
事
に
よ
り
亡
く
な

ら
れ
た
方
々
に
謹
ん
で
お
悔
や
み
を
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
マ
ウ
イ
島
の
一

日
も
早
い
復
興
と
と
も
に
観
光
の
復
興
を
心
よ
り

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

……

……

…

…

…

マウイ島総合計画

マウイ郡総合計画
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泊
の
増
加
、
住
宅
不
足
・
住
宅
価
格
の
高
騰
、

水
不
足
等
、
多
岐
に
も
わ
た
る
問
題
現
象
が

以
前
に
も
増
し
て
発
生
。
既
存
の
イ
ン
フ
ラ

を
圧
迫
し
、
住
民
の
生
活
の
質
に
悪
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
に
よ
り
観
光
業
は
壊
滅
的
な
影
響
を
受
け

た
が
、
2
0
2
1
年
夏
に
は
、
2
0
1
9
年
の

9
割
程
度
に
観
光
需
要
が
回
復
。
適
切
な
観

光
管
理
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
対
策【
注
4
】

が
講
じ
ら
れ
る
中
で
、
そ
の
一
つ
と
し
て
マ
ウ

イ
島
で
導
入
さ
れ
た
の
が
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ

ア
ム
で
あ
る
。

●
導
入
の
経
緯
、
意
図

　マ
ウ
イ
島
で
の
、
ホ
テ
ル
や
一
時
的
な
バ

ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
ン
タ
ル
（
T
V
R
）
等
の
宿
泊

施
設
の
一
時
開
発
停
止
（
以
下
、「
ホ
テ
ル
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
」
と
略
す
）
条
例
は
、
マ
ウ
イ
郡

議
会
（
以
下
、
郡
議
会
）
か
ら
提
案
さ
れ
、

2
0
2
2
年
1
月
に
成
立
し
た
。

　2
0
1
9
年（
コ
ロ
ナ
禍
前
）の「
環
境
・
農

業
・
文
化
保
存
委
員
会
」で
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム

が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
2
0
2
1
年
に
再
度
、

導
入
に
向
け
た
動
き
が
な
さ
れ
た【
注
5
】。

2
0
2
1
年
7
月
に
郡
議
会
は
、「
マ
ウ
イ

島
南
部
お
よ
び
西
部
に
お
け
る
観
光
客
用
宿

泊
施
設
の
建
築
許
可
を
一
時
停
止
す
る
法

案
」
を
可
決
し
た
が
、
マ
ウ
イ
郡
長
（
以
下
、

郡
長
）
が
拒
否
権
を
発
動
（
郡
議
会
は
そ
れ

を
無
効
化
で
き
ず
）。同
年
12
月
、郡
議
会
は
、

マ
ウ
イ
島
全
域
を
対
象
と
し
た
法
案
を
再
提

案
し
可
決
。
そ
の
後
の
郡
長
の
拒
否
権
を
無

効
に
し
て
、
翌
年
1
月
に
成
立
さ
せ
た
（
最

長
2
年
間
停
止
）【
注
6
】。
こ
の
一
時
停
止

は
、「
観
光
客
の
来
訪
を
阻
止
す
る
こ
と
が

目
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
規
建
設
の
許
可

を
停
止
」
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り

「
郡
は
オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
抑
制
し
、

経
済
を
多
様
化
し
、
よ
り
手
頃
な
価
格
の
住

宅
を
提
供
す
る
計
画
を
立
て
る
時
間
を
得
ら

れ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
【
注
7
】。

　な
お
、
郡
長
が
拒
否
権
を
発
動
（
一
度
目
、

2
0
2
1
年
7
月
）
し
た
の
は
、「
一
時
停
止

は
、
カ
フ
ル
イ
空
港
の
群
衆
を
緩
和
し
、
道

路
の
交
通
量
を
減
ら
し
、
違
法
な
一
時
的
な

民
泊
の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
」

と
の
理
由
で
あ
っ
た【
注
8
】。ま
た
、郡
長
は
、

「
マ
ウ
イ
（
と
い
う
場
所
）
は
第
一
に
（
人
々
が

生
活
す
る
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
り
、
第
二

に
休
暇
の
目
的
地
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

訪
問
者
に
思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
」（
括
弧

は
筆
者
加
筆
）【
注
9
】
と
発
言
し
て
い
た
こ

　コ
ロ
ナ
禍
前
、
観
光
業
界
に
留
ま
ら
ず
社

会
問
題
化
し
た
の
が
オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム

（
観
光
過
剰
）
で
あ
る
。
観
光
客
の
急
増
に

よ
り
、
観
光
の
正
の
イ
ン
パ
ク
ト
だ
け
で
な

く
、負
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
顕
在
化
し
て
い
た
。

住
民
の
生
活
の
質
や
観
光
客
の
体
験
の
質
の

低
下
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。そ
し
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
一
定
程
度

落
ち
着
き
、
観
光
需
要
が
回
復
傾
向
に
あ
る

今
、
国
内
外
の
一
部
の
地
域
で
は
オ
ー
バ
ー

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
再
燃
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

急
激
か
つ
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
超
え
た
過
度
な

利
用
お
よ
び
開
発
は
、
地
域
に
不
可
逆
的
な

影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
。
恒
久
的
【
注

1
】
な
制
限
を
導
入
す
る
か
は
別
と
し
て
、

利
用
や
開
発
を
一
時
的
に
制
限
し
、
住
民
や

環
境
へ
の
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
、
地
域
自
身

が
方
向
性
を
見
出
し
合
意
形
成
を
図
る
。
そ

う
し
た
時
間
の
確
保
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
戦
略
的
に
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採

り
つ
つ
も
、
加
速
し
押
し
寄
せ
る
変
化
に
対

し
て
は
戦
術
的
な
対
応
を
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
万
能
薬
が
な
く
後
手
に
回
っ
て
し
ま
う

中
で
、
環
境
変
化
に
対
し
て
速
度
調
整
を
行

い
、
態
勢
を
立
て
直
す
。
そ
の
た
め
の
「
猶

予
期
間
（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）」
確
保
の
手
法
を

こ
こ
で
は
検
討
し
て
み
た
い
。

　世
界
で
は
、
一
時
停
止
措
置
の
方
法
と
し

て
「
観
光
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」
を
導
入
し
て
い

る
地
域
が
幾
つ
か
確
認
さ
れ
る
。
我
が
国
の

観
光
分
野
で
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
、
森
林
伐
採
や
天

然
資
源
採
掘
等
に
お
い
て
は
、
資
源
管
理
や

や
環
境
へ
の
影
響
抑
制
等
の
観
点
か
ら
「
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　観
光
分
野
で
は
、
特
定
区
域
の
一
時
的
な

立
入
禁
止
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
催
行
一
時
停
止

等
の
事
例
も
あ
る
が【
注
2
】、
多
く
目
に
留

本稿では、制限期間が明確に設定されているものを「一時的」、制限する期間を設定予定だがまだその期間が確定していな
いものを「暫定的」、無期限と設定するものを「恒久的」とする。
観光モラトリアムには、債務の支払いを一定期間猶予させる金融モラトリアム等もある。
本稿ではそれらの総称を「観光モラトリアム」と呼ぶ。
一時的措置という行為を「モラトリアム」という用語で捉えていないものも多いと思われるため、研究にあたっては、
対象とする事例の精査が必要である。
マケナビーチ駐車場の有料化、ワイアナパナパ州立公園での駐車料金・入場料・予約システムの導入、
イアオ渓谷州立公園の入場予約制、独自の宿泊税3％を追加等。
きっかけの一つは、サウス・キヘイにおいて、あるホテルの拡張（170室）が許可されたことによる。ただし、マウイ島のホテル
の客室数は減少傾向にあった（2017年7,742室、2019年7,295室）。
MORATORIUM ON TRANSIENT ACCOMMODATION PERMITS ON MAUI
期間は、「観光管理・経済開発臨時調査グループ」による勧告を議会が実施するまで、または2年以内のいずれか早い方まで。
なお、マウイ島での導入前に、マウイ郡ラナイ島で、2020年に1年間のモラトリアムが導入された
（MORATORIUM ON TRANSIENT ACCOMMODATION PERMITS ON LANAI）。
Hawaii News Now「マウイ郡長の拒否権を無効にし、郡議会が新しいホテル建設の一時停止を可決」
（2022年1月9日）記事より。
https://www.hawaiinewsnow.com/2022/01/09/
overriding-maui-mayors-veto-county-council-passes-moratorium-new-hotel-construction/
The Maui News「郡長がホテル一時停止法案に拒否権を発動」（2021年7月21日）記事より。
https://www.mauinews.com/news/local-news/2021/07/mayor-vetoes-hotel-moratorium-bill/
拒否の理由として、マウイ郡憲章で義務付けられている適切な審査を経ていないことも指摘されている。
Independent.co.uk「ハワイ市長、パンデミック後の観光客が州に殺到する中、
航空会社に航空便の「一時停止」を要請」（2021年7月7日）記事より。
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/hawaii-mayor-flights-pandemic-travel-b1879803.html
原文は、“I want to remind the visitors that Maui is a community first and a vacation destination second.”
TIGの最終レポートでは、同記述における３３％という裁量的な文言の削除が提案されていたことが確認される。
INTERIM RESTRICTIONS ON THE DEVELOPMENT OF HOTELS
対象は、ラハイナ、キヘイ・マケナ地域。
マウイ島の事例は、定住人口増加下での取り組みであることに注意が必要。
TIGの最終レポートでは、マウイ島への転入者の制限についても議論があったことが確認される。
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ま
る
の
は
宿
泊
施
設
の
一
時
開
発
停
止「
ホ
テ

ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」（hotel m

oratorium

）で

あ
る
。
例
え
ば
、
島
嶼
地
域
で
は
、
今
回
視

察
対
象
候
補
で
あ
っ
た
米
国
ハ
ワ
イ
・
マ
ウ

イ
島
の
ほ
か
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
バ
リ
島
や

ジ
ャ
ワ
島
の
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
、ス
ペ
イ
ン
・

カ
ナ
リ
ア
諸
島
や
バ
レ
ア
レ
ス
諸
島
等
で
確

認
さ
れ
る
。

　そ
の
目
的
は
、観
光
政
策
の
観
点
か
ら
は
、

過
剰
供
給
や
需
要
減
少
に
よ
る
観
光
産
業
の

収
益
性
の
低
下
お
よ
び
競
争
激
化
の
回
避
、

魅
力
の
源
泉
と
な
る
環
境
や
資
源
等
へ
の
負

の
影
響
抑
制
、
地
域
外
資
本
に
よ
る
開
発
の

制
御
誘
導
等
。
公
共
政
策
の
観
点
か
ら
は
、

地
域
住
民
の
住
宅
確
保
、
地
域
経
済
の
多
様

化
、交
通
渋
滞
の
解
消
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　我
が
国
に
お
い
て
は
、
2
0
0
0
年
代
後

半
に
そ
の
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
た
が
（
参

考
文
献
1
、
2
）、
観
光
研
究
の
蓄
積
は
十

分
と
は
言
い
難
い
【
注
3
】。
以
降
で
は
、

コ
ロ
ナ
禍
前
に
検
討
が
な
さ
れ
、
2
0
2
2

年
に
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
が
導
入
さ
れ
た

マ
ウ
イ
島
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
今

回
の
視
察
で
は
、
2
0
2
3
年
8
月
に
発
生

し
た
山
火
事
を
受
け
現
地
調
査
を
取
り
や
め

た
た
め
、
文
献
資
料
等
を
通
じ
た
紹
介
と
な

る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　マ
ウ
イ
島
は
、
ハ
ワ
イ
諸
島
主
要
4
島
の

う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
人
口
は
約
15
万
人
、

面
積
は
1
8
8
4
㎢
、
ハ
ワ
イ
州
5
郡
の
う

ち
の
一
つ
、
マ
ウ
イ
郡
に
属
す
る
。
島
外
へ

の
人
口
流
出
抑
制
を
目
的
に
、
1
9
6
0
年

代
以
降
に
観
光
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
き

島
内
複
数
の
地
区
が
開
発
さ
れ
た
。
当
初
か

ら
高
支
出
額
旅
行
者
を
対
象
と
し
て
い
た
こ

と
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
1
9
6
0
年
代

後
半
以
降
、
観
光
の
重
要
性
を
認
識
し
た
上

で
、
観
光
を
合
理
的
な
範
囲
に
留
め
、
経
済

的
ニ
ー
ズ
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
の
バ
ラ
ン

ス
を
確
立
す
る
こ
と
、
経
済
の
多
様
化
を
図

る
こ
と
を
重
視
、
模
索
し
て
き
た
。
し
か
し
、

2
0
0
6
年
策
定
の
『
マ
ウ
イ
郡
観
光
戦
略

計
画
2
0
0
6‐2
0
1
5
』
で
も
記
載
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
マ
ウ
イ
郡
は
他
郡
と
比
べ

て
観
光
依
存
度
が
高
い
状
況
に
あ
る
。

　マ
ウ
イ
島
の
訪
問
者
数
は
、
1
9
9
0
年

に
は
約
2
0
0
万
人
で
あ
っ
た
が
、
2
0
1
9

年
に
は
初
め
て
3
0
0
万
人
を
超
え
た
。
現

地
で
は
、
居
住
人
口
、
訪
問
者
数
と
も
に
増

加
傾
向
に
あ
る
中
で
、
交
通
渋
滞
、
駐
車
場

不
足
、
違
法
駐
車
、
私
有
地
へ
の
侵
入
、
無
許

可
の
商
業
活
動
、
空
港
混
雑
、
一
時
的
な
民

と
も
確
認
さ
れ
る
（
2
0
2
1
年
6
月
）。

●
導
入
の
根
拠
、
調
査
の
実
施

　ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
導
入
の
根
拠
と
し

て
は
、『
マ
ウ
イ
島
計
画
』（M

au
i Islan

d
 

P
lan

）の
目
的
、行
動
等
が
挙
げ
ら
れ
る【
図

1
】。
同
計
画
で
は
、
1
日
あ
た
り
の
「
訪

問
者
数
が
住
民
の
約
33
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
望
ま
し

い
人
口
を
促
進
す
る
」【
図
2
】【
注
10
】
と

さ
れ
て
お
り
、「
い
つ
で
も
島
の
住
民
と
訪

問
者
の
数
の
関
係
は
、
重
要
な
公
共
政
策
の

論
点
と
し
て
無
視
で
き
な
い
」
と
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
実
態
と
し
て
は
、
コ
ロ
ナ

禍
前
に
、
既
に
そ
の
基
準
を
超
え
た
状
態
が

続
い
て
い
た
【
表
1
】。

　な
お
、
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
導
入
へ
の

動
き
と
並
行
し
て
、
2
0
2
1
年
7
月
に
郡

議
会
の
予
算
・
財
政
・
経
済
開
発
委
員
会

（
B
F
E
D
）に「
観
光
管
理
・
経
済
開
発
臨
時

調
査
グ
ル
ー
プ
」（
T
I
G
）が
設
立
さ
れ
た
。

構
成
員
は
4
名
、
会
合
は
計
8
回
開
催
さ
れ
、

2
0
2
2
年
2
月
に
最
終
レ
ポ
ー
ト
が
公
表

さ
れ
た
。
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
、
同

調
査
お
よ
び
関
係
箇
所
と
の
協
議
等
を
経
て
、

2
0
2
2
年
10
月
の
郡
議
会
に
お
い
て
、「
一

時
滞
在
に
関
す
る
包
括
的
区
域
条
例
」の
改

正
案
が
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
年

1
月
に
導
入
さ
れ
た
ホ
テ
ル
の
開
発
一
時
停

止（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）は
終
了
の
方
向
と
な
る

が
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
の
宿
泊
利
用
禁
止

や
一
時
的
な
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
ン
タ
ル
の
上
限

は
継
続
さ
れ
る
方
向
に
至
っ
た
。

　マ
ウ
イ
島
で
の
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の

発
動
と
終
了
を
ど
う
見
る
か
は
見
解
が
分
か

れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
そ

の
プ
ロ
セ
ス
も
含
め
て
検
証
が
必
要
と
な

る
。
住
民
生
活
へ
の
悪
影
響
は
軽
減
さ
れ
た

の
か
。
観
光
事
業
や
地
域
経
済
に
ど
の
よ
う

な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
。
発
動
の
タ
イ
ミ
ン

グ
や
根
拠
は
適
切
だ
っ
た
か
等
。
ま
た
、
ホ

テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
は
事
態
改
善
の
た
め
の

一
手
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
包
括
的
な
成
長
管

理
を
意
識
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。加
え
て
、

マ
ウ
イ
島
が
掲
げ
る
地
域
経
済
の
多
様
化
の

実
現
は
非
常
に
難
し
い
、
と
い
う
の
が
現
実

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
と
め
に
代
え
て
、

マ
ウ
イ
島
の
ホ
テ
ル
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
に
関
す

る
関
連
情
報
等
を
お
伝
え
し
て
お
く
。

　実
は
、
マ
ウ
イ
島
で
は
、
1
9
9
1
年
に

も
ホ
テ
ル
開
発
の
一
時
的
な
制
限
が
行
わ
れ

た
【
注
11
】。
し
か
し
、
そ
の
後
、
米
国
本

土
西
海
岸
や
日
本
が
経
済
不
況
に
陥
っ
た
こ

※注1……

※注2……

※注3……

※注4……

※注5……

※注6……

※注7……

※注8……

※注9……

※注10……
※注11……

※注12……

ハワイにおける観光パラダイムシフト1

と
を
受
け
て
、
米
国
本
土
東
海
岸
等
か
ら
の

誘
客
な
ど
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
多
様
化
に
取
り
組

ん
だ
。
規
制
策
の
前
提
と
な
る
状
況
の
変
化

が
起
こ
り
得
る
こ
と
も
想
定
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
よ
り
俯
瞰

的
に
見
れ
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
制
限
と
そ

の
段
階
的
解
除
（
再
開
）
も
、
一
時
的
制
限

の
一
つ
で
あ
り
、オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
期
、

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
区
分
を
超
え
て
、
観
光
の

管
理
手
法
と
し
て
、
実
践
例
を
も
と
に
そ
の

高
度
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

時
重
要
と
な
る
の
は
、
地
域
に
お
け
る
観
光

に
取
り
組
む
意
義
、
意
味
の
共
有
・
再
確
認

で
あ
り
、
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
点
か
ら
も
総
合

計
画
、
地
域
計
画
の
中
で
観
光
の
扱
い
を
明

確
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
と
筆
者
は
考

え
る
。【
注
12
】。

　マ
ウ
イ
島
で
発
生
し
た
山
火
事
に
よ
り
亡
く
な

ら
れ
た
方
々
に
謹
ん
で
お
悔
や
み
を
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
マ
ウ
イ
島
の
一

日
も
早
い
復
興
と
と
も
に
観
光
の
復
興
を
心
よ
り

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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